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Ⅳ．１３．
変更内容コード：E

５）JABEEプログラム

◆学習・教育到達目標の特色
：
：

建築デザイナー養成プログラムの学習・教育到達目標は、包括的な専門知識・能力の習得、および本大学が独自に
：
：

４．包括的な専門領域：包括的な建築学の専門領域の学習・教育到達目標を掲げる。
：
：

◆学習・教育到達目標（概要）

Ⅳ．１３．
変更内容コード：E

５）JABEE履修条件
ｆ．　△Dの中から2単位以上、△Eの中から2単位以上、△Gの中から2単位以上を履修してください。

△Gは1年間の履修可能単位数は最大3単位まで、また、卒業要件として認められるのは最大4単位までとする。

昭和女子大学学則
変更内容コード：E

第10章　図書館
第６６条　本学に附属図書館を設け、教育・研究に必要な図書館等学術情報の収集、整理、保存及び提供等に関する業務を

取り扱う。
　２　　　図書館に関する規程は、別に定める。

Ｐ201

Ｐ236
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変更部分は赤字で掲載しています。（例）文言削除の場合：○○○・・・

変更内容は、各コードでご確認ください。

【変更内容コード】　 A：開講期・開講中心年次の変更　B：履修可能範囲・備考欄の文言追加修正　

Ｐ160

授業科目 整理番号

Ｐ200、201

C:科目の追加　D：科目の削除　E：その他（文言追加/削除等）

副　　　題

被服科学演習Ⅰ-1

変更
内容

建築士実務
関連

単位

前
期

後
期

０４１

デザイン企画演習Ⅰ-1 ０４９

デザイン企画演習Ⅰ-1 ０５０
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第１１章　博物館
第６７条　本学に附属博物館を設け、博物館資料の収集、保存、調査研究、展示及び教育普及に関する業務を取り扱う。
　２　　　博物館に関する規程は、別に定める。

第１２章　研究所
第６８条　本学に附属研究所を設け、地域、社会の健全な発展に貢献するために必要な教育・研究に関する業務を取り扱う。
　２　　　研究所に関する規程は、別に定める。

第１３章　公開講座、講習会等
第６９条　本学の使命に鑑みて、大学教育の普及を図り、社会の向上進歩に寄与するため、公開講座、講習会等を開設する。
　２　　　公開講座、講習会等に関する規程は、別に定める。

第１４章　教務部、学生部及び学寮
第７０条　本学の教育に関する全学的事項の審議及び連絡調整を目的として教務部を設ける。
　２　　　教務部に関する規程は、別に定める。
第７１条　学生生活の向上を目的として学生部を設ける。
　２　　　学生部に関する規程は、別に定める。
第７２条　学生の生活支援及び厚生を目的として学寮を設ける。
　２　　　学寮に関する規程は、別に定める。

第１５章　その他

変更内容コード：E

（仮登録）
第２条　　　6年制課程の履修を希望する者は、2年次後期（5修生は正規学生1年目）に大学が定める履修登録期限日までに
第２条　　　所属学科長宛に所定の仮登録願により履修を申し出て、仮登録を行う。

Ⅵ．２１．

変更部分は赤字で掲載しています。（例）文言削除の場合：○○○・・・

変更内容は、各コードでご確認ください。

【変更内容コード】　 A：開講期・開講中心年次の変更　B：履修可能範囲・備考欄の文言追加修正　

C:科目の追加　D：科目の削除　E：その他（文言追加/削除等）

Ｐ259
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